
 
 

 

アドバンテストグループ人権方針 
アドバンテストグループは、「先端技術を先端で支える」ことで「安全・安心・
心地よい」社会の実現に貢献しています。私たちは、グローバルに事業活動を
行う中で影響を受けるすべての人の人権が守られなければならないことを認識
しています。その考え方はアドバンテストグループの「 The Advantest  Way」
で明文化されており、この「アドバンテストグループ人権方針」（以降、本方
針）は、「 The Advantest  Way」に基づき、アドバンテストグループの人権尊
重の責任を表明するものです。  
 

（１） 国際的規範の尊重 
私たちは、「世界人権宣言」「国連グローバル・コンパクト 10 原則」「国際人権章典」「労働に
おける基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」等の人権に関する国際規範を支持、尊重し、国連
「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた人権尊重の取り組みを推進していきます。 
 

（２） 人権尊重の責任 
私たちは、自社のみならずサプライチェーンを含む事業活動において、人権に対する負の影響が
生じた場合や、負の影響を助長したことが明らかになった場合には、是正に向けて適切な救済措
置と防止・軽減措置を行うことで人権尊重に対する責任を果たします。 
 

（３） 適用の範囲 
本方針は、アドバンテストグループの役員と全従業員（正社員・契約社員・派遣社員を含むすべ 
ての社員）に対し適用されます。また、サプライヤーその他のビジネスパートナーに対しても、 
本方針に沿った事業活動を行うことを奨励しています。 
 

（４） 適用法令の遵守 
アドバンテストグループが事業活動を行う国または地域における法と規則を遵守するとともに、
法令と国際規範に乖離がある国や地域においては、それぞれの国と地域の法令規則に可能な限り
配慮をしつつ、人権に関する国際規範を尊重する取り組みを推進します。 
 

（５） 人権デュー・ディリジェンス 
私たちは、自らの事業活動による顕在的または潜在的な人権への負の影響に対処するため、人権
デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に人権リスクを評価・特定し、人権への負の
影響の防止と軽減に取り組みます。 
 

（６） 教育 
私たちは、本方針と人権デュー・ディリジェンスが理解され、自らの事業活動の全般にわたって



 
 

 

効果的に実行されるよう、役員と全従業員に適切な教育の推進と人権に対する意識の啓発を継続
的に実施していきます。 

 
（７） 情報の開示 

私たちは、本方針に基づく人権尊重の取り組みの状況について、サステナビリティ・ウェブサイ
トや統合報告書などにて報告していきます。 

 
（８） 対話・協議 

私たちは、人権に関する当面の重点課題を、「アドバンテストグループ人権に関する重点課題」
として別途定め、本方針に基づいて適切に取り組んでいきます。 
また、当社のサプライヤー、ビジネスパートナーなどによる人権への負の影響が、アドバンテス
トグループの事業活動に直接つながっている場合は、相手方との対話と協議に基づいて、人権を
尊重し侵害をしないように対処を求めます。 
なお、人権に関する重点課題については、社会や事業の動向などの変化により適宜ステークホル
ダーとの対話や協議を通じて見直す必要があることを理解しています。 

 
（９） 救済へのアクセス 

私たちは、人権侵害を効果的に防止・是正するために救済へのアクセスを確保・促進します。当
社では従業員、サプライヤー、その他の外部のステークホルダーを含む誰もが、コンプライアン
ス相談窓口を利用して匿名で通報することができます。また、通報を理由として通報者に不利益
を与えるなどの報復行為を禁止しています。 
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